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労
働
時
間
制
の
変
遷

岩

田

実

写

　
昭
和
五
十
六
年
労
働
省
令
第
五
号
（
昭
和
五
六
・
二
・
六
公
布
）
に
よ
り
、
労
働
時

間
の
長
さ
に
関
す
る
規
則
が
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
以
降
昭
和
六
十
年
三
月

三
十
一
日
に
か
け
て
段
階
的
に
改
正
さ
れ
、
更
に
、
昭
和
六
十
年
労
働
省
令
第
五

号
（
昭
和
六
〇
・
三
・
二
五
公
布
）
に
よ
り
、
当
該
昭
和
五
十
六
年
労
働
省
令
第
五
号

に
よ
る
暫
定
措
置
の
部
分
に
つ
き
そ
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
時
間
外
労
働
お
よ
び
深
夜
業
に
関
し
て
も
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法

（
正
式
名
称
は
、
「
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
女
子
労

働
者
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
法
律
」
）
の
制
定
に
伴
う
労
基
法
の
一
部
改
正
お
よ
び

同
法
に
基
づ
く
女
子
労
働
基
準
規
則
（
昭
和
六
＋
一
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
制
定
施

行
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
限
度
や
適
用
範
囲
等
に
つ
い
て
改
正
が
な
さ
れ
た
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
ち
が
如
何
に
改
変
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を

加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
一
で
「
労
働
時
間
の
長
さ
」
と
し
て
、
当
該
労
働
省

令
等
に
よ
り
労
働
時
間
の
長
さ
に
関
す
る
規
制
が
従
前
の
そ
れ
と
比
し
て
如
何
に

改
正
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
将
来
そ
の
規
制
が
如
何
に
改
変
さ
れ
る
の
か
、
に
つ

い
て
考
察
を
加
え
、
次
に
二
で
「
時
間
外
労
働
」
と
し
て
、
当
該
労
基
法
の
一
部

改
正
お
よ
び
同
法
に
基
づ
く
女
子
労
働
基
準
規
則
の
制
定
施
行
に
よ
り
時
間
外
労

働
に
関
す
る
規
則
が
従
前
の
そ
れ
と
比
し
て
如
何
に
改
正
さ
れ
た
か
、
に
つ
い
て

考
察
を
し
、
そ
し
て
三
で
「
深
夜
業
」
と
し
て
、
時
間
外
労
働
の
場
合
同
様
、
深

夜
業
に
関
す
る
規
制
が
従
前
の
そ
れ
と
比
し
て
如
何
に
改
正
さ
れ
た
か
、
に
つ
い

て
の
考
察
を
行
い
、
四
で
「
労
働
時
間
制
の
吟
味
」
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
関
す
る

検
討
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
昭
和
五
十
六
年
労
働
省
令
第
五
号
「
労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
」
（
附
則
第
一
条
「
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
の
改
正
規
定
（
第
二
十
八

条
及
び
第
二
十
九
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規

定
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
、
第
二
条
「
使
用
者
は
、
労

働
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四
号
の
事
業
に
使
用
さ
れ
る
労
働

者
（
列
車
、
気
動
車
、
電
車
、
自
動
車
、
航
空
機
等
に
乗
務
す
る
者
を
除
く
。
）
で

特
殊
日
勤
又
は
一
昼
夜
交
替
の
勤
務
に
就
く
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
法

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
二
週
間
を
平
均
し
て
一
週
間
の

労
働
時
間
が
四
十
八
時
間
を
超
え
な
い
定
め
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
定
め
に
よ
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っ
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
使
用
者
は
、
、
前
項
に
規
定
す
る
労
働
者
に

つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
譜
第
三
十
二
条
及
び
同
．

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
日
に
つ
い
て
九
時
間
、
一
週
間
に
つ
い
て
五
十
四

時
間
ま
で
労
働
さ
せ
、
又
は
四
週
問
を
平
均
し
て
一
日
の
労
働
時
間
が
九
時
間
、

一
週
間
の
労
働
時
間
が
五
十
四
時
間
を
超
え
な
い
定
め
を
し
た
場
合
に
は
そ
の
定

め
に
よ
っ
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
使
用
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ

っ
て
一
昼
夜
交
替
の
勤
務
に
就
く
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
夜
間
継
続
四
時
間
以
上

の
睡
眠
時
間
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
θ
、
第
三
条
「
使
用
者
は
、
法
第
八
条
第

八
号
、
第
十
号
（
映
画
の
製
作
の
事
業
を
除
く
ゆ
）
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
の

事
業
の
う
ち
、
常
時
十
人
以
上
五
十
人
以
下
の
労
働
者
（
同
条
第
八
号
の
事
業
の

う
ち
物
品
の
販
売
又
は
配
給
の
事
業
に
あ
っ
て
は
、
常
時
十
人
以
上
三
十
人
未
満

の
労
働
者
）
を
使
用
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
、
常
時
十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
昭
和
六
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
日
に
つ

い
て
九
時
間
、
一
週
間
に
つ
い
て
五
十
四
時
間
ま
で
労
働
さ
せ
、
又
は
四
週
間
を

平
均
し
て
一
日
の
労
働
時
間
が
九
時
間
、
一
週
間
の
労
働
時
間
が
五
十
四
時
間
を

超
え
な
い
定
め
（
法
華
八
条
第
十
三
号
の
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
っ
て
は
、
当
該

四
週
間
の
い
ず
れ
の
】
日
に
つ
い
て
も
そ
の
労
働
時
間
が
十
一
時
間
を
超
え
な
い

定
め
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
に
は
そ
の
定
め
に
よ
っ
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
」
、
第
四
条
「
労
働
大
臣
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
附
則
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
暫
定
措
置
及
び
前
条
に
規
定
す
る
暫
定
措
置
（
常
時
十

人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
延
長
の
要
否
に
つ

い
て
中
央
労
働
基
準
審
議
会
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
結
果
、
必
要
が
あ
る
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
」
）
に
よ
り
、
労
働
時
間
の
長
さ
に
関

す
る
規
制
（
労
働
時
間
の
特
例
）
が
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
以
降
昭
和
六
十

年
三
月
三
十
一
日
に
か
け
て
段
階
的
に
改
正
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
昭
和
六
十

年
三
月
二
十
五
日
公
布
の
昭
和
六
十
年
労
働
省
令
第
五
号
、
す
な
わ
ち
、
「
労
働

基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」
（
労
働

基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
労
働
省
令
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
附
則
第
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
陣

中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。
附
則
第
三

子
中
「
常
時
十
人
以
上
五
十
人
以
下
の
労
働
者
（
同
条
第
八
号
の
事
業
の
う
ち
物

品
の
販
売
又
は
配
給
の
事
業
に
あ
っ
て
は
、
常
時
十
人
以
上
三
十
人
未
満
の
労
働

者
）
を
使
用
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
」

を
削
り
、
「
あ
っ
て
は
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
つ
い
て
は
、
昭
和
六

十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。
附
則
第
四
票
読
「
昭
和
六
十
年
三
月
三
十

一
日
号
を
「
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
「
附
則
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
暫
定
措
置
及
び
」
を
削
り
、
「
（
常
時
十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す

る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
の
う
ち
常
時
五
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用

す
る
事
業
に
係
る
も
の
」
に
改
め
る
。
附
則
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
条
及
び
第
四
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
略
）
に
よ
り
、
労
働
時
間
の
長
さ
に
権
能
る
規
制
が
、
更

に
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
以
降
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
以
下
に
お
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
労
働
省
令
第
五
号
に
よ
り
労
働
時
間
の
長
さ

に
関
す
る
規
制
が
更
に
如
何
に
改
正
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
な

お
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
際
し
て
は
（
労
働
時
間
の
長
さ
に
関
す
る
規
制
の
変
遷

を
的
確
に
把
握
す
る
に
は
）
、
昭
和
五
十
六
年
労
働
省
令
第
五
号
に
よ
る
労
働
時

間
の
長
さ
に
関
す
る
規
制
の
改
変
に
つ
い
て
の
理
解
も
肝
要
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
、

こ
の
点
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
論
述
す
る
こ
と
に
す
る
（
そ
の
詳
細
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
、
拙
稿
「
労
働
時
間
の
規
制
に
つ
い
て
　
　
昭
和
五
＋
六
年
労
働
省
令
第
五
号
に
伴
っ
l
」
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で
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
同
所
を
参
照
さ
れ
た
い
、
）
。

　
昭
和
五
十
六
年
労
働
省
令
第
五
号
が
施
行
に
な
る
ま
で
（
昭
和
五
十
六
年
三
月

三
十
一
B
ま
で
）
の
労
働
時
間
制
は
、
「
十
時
間
労
働
制
・
十
時
間
労
働
の
変
則
制
」

（
こ
の
労
働
時
間
制
を
適
用
し
得
た
の
は
、
「
運
送
事
業
の
労
働
者
で
特
殊
日
勤

者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
、
「
貨
物
取
扱
事
業
の
労
働
者
で
特
殊
日
勤
者
ま

た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
、
、
お
よ
び
「
警
察
官
・
消
防
吏
員
ま
た
は
常
勤
の
消

防
団
員
」
・
に
つ
い
て
で
あ
る
。
以
下
、
（
　
）
内
に
当
該
労
働
時
間
制
を
適
用

し
得
た
労
働
者
に
つ
い
て
記
す
る
こ
と
に
す
る
、
）
、
「
十
時
間
労
働
の
変
則
制
」

（「

X
便
・
電
信
ま
た
は
電
話
の
事
業
に
従
事
す
る
労
働
者
で
屋
内
勤
務
者
三
十
人

未
満
の
郵
便
局
に
お
い
て
郵
便
・
電
信
ま
た
は
電
話
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
）
、

「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定
の
日
に
十
一
時
間
を
超
え
て

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）
」
（
「
常
時
三
十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用

し
て
い
る
事
業
に
お
け
る
物
品
の
販
売
・
配
給
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
、
「
物
品

の
保
管
・
賃
貸
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
、
「
美
・
理
容
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
、

「
映
画
の
映
写
・
演
劇
そ
の
他
興
業
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
、
お
よ
び
「
旅
館
．

料
理
店
・
飲
食
店
・
接
客
業
・
娯
楽
場
で
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
）
、

「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定
の
日
に
十
一
時
間
を
超
え
て

労
働
さ
せ
て
も
差
し
支
え
な
い
場
合
）
」
（
「
病
者
ま
た
は
虚
弱
者
の
治
療
．
看
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

そ
の
他
保
健
衛
生
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
）
、
・
「
変
則
八
時
間
労
働
制
」
（
「
列
車

等
の
乗
務
員
で
予
備
の
勤
務
に
就
く
者
」
）
、
お
よ
び
「
八
時
間
労
働
制
・
八
時
間
労

働
の
変
則
制
」
（
以
上
に
記
し
た
い
わ
ゆ
る
労
働
時
間
の
特
例
が
適
用
さ
れ
る
労

働
者
以
外
の
労
働
者
）
、
と
で
あ
る
（
労
基
則
、
旧
二
六
乃
至
二
九
条
参
照
）
。

　
昭
和
五
十
六
年
労
働
省
令
第
五
号
の
施
行
に
伴
い
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
以

降
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
労
働
時
間
制
は
、
「
十
時
間
労
働
制
．

十
時
間
労
働
の
変
則
制
」
（
「
警
察
官
・
消
防
艇
貝
ま
た
は
常
勤
の
消
防
団
員
」
）
、

「
十
時
間
労
働
の
変
則
制
」
（
「
郵
便
・
電
信
ま
た
は
電
話
の
事
業
に
従
事
す
る
労

働
者
で
屋
内
勤
務
者
三
十
人
未
満
の
郵
便
局
に
お
い
て
郵
便
・
電
信
ま
た
は
電
話

の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
）
、
「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定

の
日
に
十
一
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）
」
（
「
運
送
の

事
業
に
お
け
る
特
殊
日
勤
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
、
「
貨
物
取
扱
事
業

に
お
け
る
特
殊
日
勤
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
、
「
常
時
三
十
入
未
満
の
労

働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
に
お
け
る
物
品
の
販
売
・
配
給
の
業
務
に
従
事
す
る

者
」
、
常
時
五
十
人
以
下
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
に
お
け
る
「
物
品
の

保
管
・
賃
貸
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
・
「
美
・
理
容
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
・

「
映
画
の
映
写
・
演
劇
そ
の
他
興
業
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
お
よ
び
「
旅
館
・

料
理
店
・
飲
食
店
・
接
客
業
・
娯
楽
場
で
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
）
、
「
九

時
間
労
働
制
」
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定
の
日
に
十
一
時
間
を
超
え
て
労
働

さ
せ
て
も
差
し
支
え
な
い
場
合
）
」
（
常
時
五
十
人
以
下
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い

る
事
業
に
お
け
る
「
病
者
ま
た
は
虚
弱
者
の
治
療
・
看
護
そ
の
他
保
健
衛
生
の
業

務
に
従
事
す
る
者
」
）
、
「
変
則
八
時
間
労
働
制
」
（
「
列
車
等
の
乗
務
員
で
予
備
の

勤
務
に
就
く
者
」
）
、
「
十
二
週
平
均
一
週
四
十
八
時
間
の
八
時
間
労
働
制
」
（
「
運

送
事
業
に
お
け
る
特
殊
日
勤
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
帯
し
、
お
よ
び
「
貨
物

取
扱
事
業
に
お
け
る
特
殊
日
勤
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
）
、
お
よ
び
「
八

時
間
労
働
制
・
八
時
間
労
働
の
変
則
制
」
〈
以
上
に
記
し
た
い
わ
ゆ
る
労
働
時
間

の
特
例
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
以
外
の
者
）
、
と
で
あ
る
。

　
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
B
以
降
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
労
働
時
間

制
は
、
「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定
の
日
に
十
一
時
間
を

超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）
」
（
「
運
送
事
業
に
お
け
る
特
殊
日

勤
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
、
「
貨
物
取
扱
事
業
に
お
け
る
特
殊
B
勤
者
ま

た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
、
常
時
十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
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に
お
け
る
「
物
品
の
販
売
・
配
給
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
・
「
物
品
の
保
管
・
賃

貸
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
・
「
美
・
理
容
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
・
「
映
画
の
映

写
．
演
劇
そ
の
他
興
業
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
お
よ
び
「
旅
館
・
料
理
店
・
飲

食
店
．
接
客
業
．
娯
楽
場
で
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
）
、
「
九
時
間
労
働

制
．
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定
の
日
に
十
一
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
て
も

差
し
支
え
な
い
場
合
）
」
（
常
時
十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
に

お
け
る
「
病
者
ま
た
は
虚
弱
者
の
治
療
・
看
護
そ
の
他
保
健
衛
生
の
業
務
に
従
事

す
る
者
」
）
、
「
十
二
週
平
均
一
週
四
十
八
時
間
の
八
時
間
労
働
制
」
（
「
運
送
事
業

に
お
け
る
特
殊
日
勤
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
お
よ
び
「
貨
物
取
扱
事
業
に

お
け
る
特
殊
勤
務
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
）
、
「
変
則
八
時
間
労
働
制
」

（「

�
ﾔ
等
の
乗
務
員
で
予
備
の
勤
務
に
就
く
者
」
）
、
お
よ
び
「
八
時
間
労
働
制
・

八
時
間
労
働
の
変
則
制
」
（
以
上
に
記
し
た
い
わ
ゆ
る
労
働
時
間
の
特
例
が
適
用

さ
れ
る
労
働
者
以
外
の
者
）
、
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
昭
和
六
十
年
労
働
省
令
第
五
号
の
施
行
に
伴
い
昭
和
六
十
年
四
月
一

日
以
降
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
存
続
し
う
る
労
働
時
間
制
は
、
昭
和

五
十
八
年
四
月
一
日
以
降
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
そ
れ
と
同
じ
く
、

「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定
の
日
に
十
一
時
間
を
超
え
て

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）
」
、
「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変

則
制
（
特
定
の
日
に
十
一
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
て
も
差
し
支
え
な
い
場
合
）
」
、

「
十
二
週
平
均
」
週
四
十
八
時
間
の
入
時
間
労
働
制
」
、
「
変
則
八
時
間
労
働
制
」
、

お
よ
び
「
八
時
間
労
働
制
・
八
時
間
労
働
の
変
則
制
」
と
で
あ
る
が
、
当
該
労
働

時
間
制
の
う
ち
の
「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定
の
日
に
十

一
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

を
適
用
し
う
る
労
働
者
の
範
囲
に
つ
い
て
改
変
が
な
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
運
送
事

事
業
に
お
け
る
特
殊
B
葉
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
L
、
「
貨
物
取
扱
事
業
に

お
け
る
特
殊
日
勤
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
、
常
時
十
人
未
満
の
労
働
者

を
使
用
し
て
い
る
事
業
に
お
け
る
「
物
品
の
販
売
・
配
給
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」

・
「
物
品
の
保
管
・
賃
貸
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
・
「
美
・
理
容
の
業
務
に
従
事

す
る
者
」
・
「
映
画
の
映
写
・
演
劇
そ
の
他
興
業
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
お
よ
び

「
旅
館
・
料
理
店
・
飲
食
店
・
接
客
業
・
娯
楽
場
で
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る

者
」
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
以
降
は
、
こ
の
う

ち
の
「
運
送
事
業
に
お
け
る
特
殊
日
勤
者
ま
た
は
】
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
お
よ
び

「
貨
物
取
扱
事
業
に
お
け
る
特
殊
日
勤
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

て
、
そ
の
適
用
の
廃
止
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
（
昭
和
六
十
年
労
働
省
令
第
五
号
参
照
）
。

そ
れ
故
、
当
該
労
働
時
間
制
を
適
用
し
う
る
の
は
、
常
時
十
人
未
満
の
労
働
者
を
．

使
用
し
て
い
る
事
業
に
お
け
る
「
物
品
の
販
売
・
配
給
の
業
務
に
従
事
す
る
者
・

・
「
物
品
の
保
管
・
賃
貸
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
・
「
美
・
理
容
の
業
務
に
従
事

す
る
者
」
・
「
映
画
の
映
写
・
演
劇
そ
の
他
興
業
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
お
よ
び

「
旅
館
・
料
理
店
・
飲
食
店
・
接
客
業
・
娯
楽
場
で
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る

者
」
に
つ
い
て
で
あ
る
（
昭
和
六
十
年
労
働
省
令
第
五
号
参
照
）
。

し
か
し
、
そ
の
適
用
の
存
続
は
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
で
あ
り
、

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
以
降
は
、
常
時
五
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る

事
業
に
お
け
る
当
該
業
務
に
従
事
す
る
者
に
限
っ
て
の
み
、
労
働
大
臣
が
中
央
労

働
基
準
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
そ
の
適
用
の
延
長
措
置
を
講
じ
う
る
こ
と
が
で

き
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
六
十
年
労
働
省
令
第
五
号
参
照
）
。

　
従
っ
て
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
以
降
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
存

続
し
う
る
労
働
時
間
制
は
、
「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定

の
日
に
十
一
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）
」
（
昭
和
六
十

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
は
異
な
り
、
常
時
十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い
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る
事
業
に
お
け
る
「
物
品
の
販
売
・
配
給
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
・
「
物
品
の
保

管
・
賃
貸
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
・
「
美
・
理
容
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
・
「
映

画
の
映
写
・
演
劇
そ
の
他
興
業
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
お
よ
び
「
旅
館
・
料
理

店
・
飲
食
店
・
接
客
業
・
娯
楽
場
で
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
に
つ
い
て

適
用
）
、
「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定
の
日
に
十
一
時
間
を

超
え
て
労
働
さ
せ
て
も
差
し
支
え
な
い
場
合
）
」
（
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
場
合
と
同
様
、
常
時
十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
に
お
け
る

「
病
者
ま
た
は
虚
弱
者
の
治
療
・
看
護
そ
の
他
保
健
衛
生
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」

に
つ
い
て
適
用
）
、
「
十
二
週
平
均
一
週
四
十
八
時
間
の
八
時
間
労
働
制
」
（
昭
和

六
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
場
合
と
同
様
、
「
運
送
事
業
に
お
け
る
特
殊
日
勤

者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
お
よ
び
「
貨
物
取
扱
事
業
に
お
け
る
特
殊
日
勤

者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
に
つ
い
て
適
用
）
、
「
変
則
八
時
間
労
働
制
」
（
昭

和
六
十
年
三
月
三
十
一
B
ま
で
の
場
合
と
同
様
、
「
列
車
等
の
乗
務
貝
で
予
備
の

勤
務
に
就
く
者
」
に
つ
い
て
適
用
）
、
お
よ
び
「
八
時
間
労
働
制
・
八
時
間
労
働

の
変
則
制
」
（
上
記
の
い
わ
ゆ
る
労
働
時
間
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
労
働
者
以

外
の
者
に
つ
い
て
適
用
）
、
と
で
あ
る
。

　
昭
和
六
十
三
年
四
丹
一
日
以
降
の
労
働
時
間
制
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定
の
日
に
十
一
時
間
を
超
え
て

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）
」
と
「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の

変
則
制
（
特
定
の
日
に
十
一
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
て
も
差
し
支
え
な
い
場
合
）
」

の
い
わ
ゆ
る
”
九
時
間
労
働
制
”
が
廃
止
さ
れ
て
、
「
十
二
週
平
均
一
週
四
十
八

時
間
の
八
時
間
労
働
制
」
、
「
変
則
八
時
間
労
働
制
」
、
お
よ
び
「
八
時
間
労
働
制

・
八
時
間
労
働
の
変
則
制
」
と
が
存
続
す
る
こ
と
と
な
り
、
労
働
時
間
制
と
し
て

は
、
”
八
時
間
労
働
制
”
（
右
の
よ
・
7
に
八
時
間
労
働
制
と
い
っ
て
も
諸
種
の
形
態

は
存
す
る
が
）
に
大
き
く
近
づ
く
こ
と
に
な
る
か
。
あ
る
い
は
、
”
九
時
間
労
働

制
を
が
そ
の
適
用
す
る
事
業
の
規
模
を
「
常
時
十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
し
て

い
る
事
業
」
か
ら
「
常
時
五
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
」
の
よ
り

小
規
模
事
業
に
縮
小
変
更
し
て
そ
の
存
続
が
な
さ
れ
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
場
合
と
同
様
、
「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定

の
日
に
十
一
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）
」
、
「
九
時
間
労

、
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定
の
日
に
十
一
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
て

も
差
し
支
え
な
い
場
合
」
、
「
十
二
週
平
均
一
週
四
十
八
時
間
の
八
時
間
労
働
制
」
、

「
変
則
八
時
間
労
働
制
」
、
お
よ
び
「
八
時
間
労
働
制
・
八
時
間
労
働
の
変
則
制
」

と
が
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
以
降
の
労
働
時
間
制
が
、
前
者
と
な
る
か
後
者
と
な

る
か
は
、
労
働
大
臣
が
中
央
労
働
基
準
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
そ
の
措
置
を
決

定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
以
降
の
労

働
時
間
制
と
し
て
は
、
「
そ
の
一
」
の
場
合
と
「
そ
の
二
」
の
場
合
と
が
あ
る
。

「
そ
の
一
」
の
場
合
は
、
「
十
二
週
平
均
一
週
四
十
八
時
間
の
八
時
間
労
働
制
」
（
昭

和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
場
合
と
同
様
、
「
運
送
事
業
に
お
け
る
特
殊

日
勤
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
お
よ
び
「
貨
物
取
扱
事
業
に
お
け
る
特
殊

日
勤
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
に
つ
い
て
適
用
）
、
「
変
則
八
時
間
労
働

制
」
（
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
場
合
と
同
様
、
「
列
車
等
の
乗
務
員

で
予
備
の
勤
務
に
就
く
者
」
に
つ
い
て
適
用
）
、
お
よ
び
「
八
時
間
労
働
制
・
八

時
間
労
働
の
変
則
制
」
（
上
述
の
い
わ
ゆ
る
労
働
時
間
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る

労
働
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
適
用
）
、
と
で
あ
る
。

「
そ
の
二
」
の
場
合
は
、
「
九
時
間
労
働
制
・
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定
の
日

に
十
一
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）
」
（
昭
和
六
十
三
年

三
月
三
十
二
日
ま
で
の
場
合
と
異
な
り
、
常
時
五
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
し
て

い
る
事
業
に
お
け
る
「
物
品
の
販
売
・
配
給
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
・
「
物
品
の
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保
管
・
賃
貸
の
業
務
に
従
事
す
る
者
L
・
「
美
・
理
容
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
・

「
映
画
の
映
写
．
演
劇
そ
の
他
興
業
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
お
よ
び
「
旅
館
・

料
理
店
．
飲
食
店
・
接
客
業
・
娯
楽
場
で
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
に
つ

い
て
適
用
）
、
「
九
時
間
労
働
制
・
．
九
時
間
労
働
の
変
則
制
（
特
定
の
日
に
十
一
時

間
を
超
え
て
労
働
ざ
せ
て
も
差
し
支
え
な
い
場
合
）
」
（
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
場
合
と
異
な
り
、
常
時
五
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業

に
お
け
る
「
病
者
ま
た
は
虚
弱
者
の
治
療
・
看
護
そ
の
他
保
健
衛
生
の
業
務
に
従

事
す
る
者
」
に
つ
い
て
適
用
）
、
「
十
二
週
平
均
一
週
四
十
八
時
間
の
八
時
間
労
働

制
」
（
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
場
合
と
同
様
、
「
運
送
事
業
に
お

け
る
特
殊
日
勤
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
お
よ
び
「
貨
物
取
扱
事
業
に
お
け

る
特
殊
日
勤
者
ま
た
は
一
昼
夜
交
替
勤
務
者
」
に
つ
い
て
適
用
）
、
「
変
則
八
時
間

労
働
制
」
（
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
場
合
と
同
様
、
「
列
車
等
の
乗

務
貝
で
予
備
の
勤
務
に
就
く
者
」
に
つ
い
て
適
用
）
、
お
よ
び
「
八
時
間
労
働
制

．
八
時
間
労
働
の
変
則
制
」
（
上
述
の
い
わ
ゆ
る
労
働
時
間
の
特
例
の
適
用
を
受

け
る
労
働
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
適
用
）
、
と
で
あ
る
。

二

　
時
間
外
労
働
に
関
し
て
は
、
「
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及

び
待
遇
の
確
保
を
促
進
す
る
た
め
の
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」

λ
昭
和
六
＋
年
法
律
第
四
＋
五
号
）
第
二
条
に
よ
る
労
働
基
準
法
の
一
部
改
正
お
よ
び

同
法
に
基
づ
く
女
子
労
働
基
準
規
則
（
昭
和
六
＋
一
年
労
働
省
令
第
三
号
）
が
、
昭
和

六
十
、
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
に
な
り
、
そ
の
改
正
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
時
間
外
労

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

働
に
関
す
る
一
研
究
」
で
詳
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
以
下
に
お
い
て

は
、
今
回
の
当
該
改
正
に
よ
り
、
時
間
外
労
働
に
関
す
る
規
制
が
如
何
に
改
正
さ

れ
た
か
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
第
三
十
三
条
に
よ
る
場
合
（
天
災
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
）

の
不
可
抗
力
に
よ
る
場
合
の
時
間
外
労
働
）
と
労
基
法
第
三
十
六
条
に
よ
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

（
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
場
合
の
時
間
外
労
働
）
と
が
あ
る
。

　
前
者
の
場
合
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、
そ
の
改
正
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
な
わ
ち
、
従
前
と
同
様
、
事
前
に
様
式
第
六
号
に
よ
っ
て
所
轄
労
働
基
準
監
督

署
長
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
時
間
外
労
働
が
可
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
但
し
、
急
迫
事
態
で
事
前
に
当
該
許
可
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
と

き
に
は
、
事
後
に
遅
退
な
く
様
式
第
六
号
に
よ
っ
て
そ
の
旨
を
届
出
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
労
基
法
三
三
条
）
。

　
後
者
の
場
合
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、
そ
の
改
正
の
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
、
年
少
者
（
満
十
八
歳
に
満
た
な
い
三
図
お
よ
び
満
十
八
歳
以
上

の
男
子
（
以
下
に
お
い
て
は
、
男
子
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の

改
正
を
見
て
い
な
い
（
こ
の
後
者
の
場
合
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、
三
六
協

定
の
締
結
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
年
少
者
に
つ
い
て

は
、
三
六
協
定
を
締
結
し
て
も
時
間
外
労
働
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ

て
い
る
。
男
子
に
つ
い
て
は
、
三
六
協
定
を
締
結
し
て
も
坑
内
労
働
お
よ
び
危
険

有
害
業
麺
に
撃
者
に
つ
い
て
は
百
の
時
間
外
労
働
が
二
時
間
以
内
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
当
該
業
務
以
外
の
業
務
に
就
く
者
に
つ
い

て
は
そ
の
規
制
は
存
し
て
い
な
い
の
で
三
六
協
定
の
範
囲
内
で
時
間
外
労
働
が
可
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
）
（
黎
穣
譜
象
隷
）
。
満
十
八
歳
以
上
の
女
子
（
以

下
に
お
い
て
は
、
女
子
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
改
正
を
見
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
畢
寛
、
女
子
に
つ
い
て
の
み
そ
の
改
正
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
下
に
お
い
て
は
、
女
子
の
場
合
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

、
女
子
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
三
六
協
定
の
締

一100一



結
に
よ
り
、
一
日
に
つ
い
て
二
時
間
、
．
一
週
間
に
つ
い
て
六
時
間
、
一
年
に
つ
い

て
百
五
十
時
間
の
範
囲
内
で
、
時
間
外
労
働
が
可
と
さ
れ
て
い
た
。
但
し
、
会
計

業
務
等
に
就
く
者
に
つ
い
て
は
二
週
間
に
つ
い
て
十
二
時
間
と
さ
れ
て
い
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
降
は
、
女
子
を
、
「
工
業
的

業
務
に
就
く
者
」
、
「
非
工
業
的
業
務
に
就
く
者
」
、
お
よ
び
「
労
働
者
を
指
揮

命
令
す
る
地
位
に
あ
る
者
で
命
令
で
定
め
る
も
の
お
よ
び
専
門
的
な
知
識
ま
た
は

技
術
を
必
要
と
す
る
業
務
に
就
く
者
で
命
令
で
定
め
る
も
の
」
に
分
け
て
、
そ
の

規
制
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
労
基
法
六
十
四
条
の
二
、
女
子
則
三
条
）
。

　
「
工
業
的
業
務
に
就
く
老
」
に
つ
い
て
は
、
す
な
わ
ち
、
「
労
基
法
第
八
条
第
一

号
か
ら
第
玉
号
ま
で
に
か
か
げ
る
事
業
に
従
事
す
る
女
子
」
に
つ
い
て
は
、
従
前

の
一
日
に
つ
い
て
二
時
間
の
規
制
が
廃
止
さ
れ
て
、
一
週
間
に
つ
い
て
六
時
間
、

一
年
に
つ
い
て
百
五
十
時
間
の
範
囲
内
で
時
間
外
労
働
を
可
と
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
但
し
、
財
産
目
録
・
貸
借
対
照
表
ま
た
は
損
益
計
算
書
の
作
成
そ
の
他
決
算

の
た
め
に
必
要
な
計
算
・
書
類
の
作
成
等
の
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
は
、
例
外

と
し
て
従
前
と
同
様
、
二
週
間
に
つ
い
て
十
二
時
間
の
範
囲
内
で
時
間
外
労
働
を

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
（
労
基
法
六
四
条
の
二
第
一
項
）
。

い
わ
ゆ
る
「
物
の
製
造
、
改
造
、
加
工
、
修
理
、
浄
洗
、
選
別
、
’
包
装
、
装
飾
、

仕
上
、
販
売
の
た
め
に
す
る
仕
立
、
破
壊
若
し
く
は
解
体
ま
た
は
材
料
の
変
造
の

事
業
（
電
気
・
ガ
ス
ま
た
は
各
種
動
力
の
発
生
、
変
更
若
し
く
は
伝
導
の
事
業
お

よ
び
水
道
の
事
業
を
含
む
）
」
、
「
鉱
業
、
、
石
切
業
そ
の
他
土
石
ま
た
は
鉱
物
採
取

の
事
業
」
、
「
土
木
、
建
築
そ
の
他
工
作
物
，
の
建
設
、
改
造
、
保
存
、
修
理
、
変
更
、

破
壊
、
解
体
ま
た
は
そ
の
準
備
の
事
業
」
、
「
道
路
、
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
船
舶

ま
た
は
航
空
機
に
よ
る
旅
客
ま
た
は
貨
物
の
運
送
の
事
業
」
、
お
よ
び
「
船
き
ょ
、

船
舶
、
岩
壁
、
波
止
場
、
停
止
場
ま
た
は
倉
庫
に
お
け
る
貨
物
の
取
扱
の
事
業
」

に
従
事
す
る
女
子
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
に
つ
い
て
六
時
間
、
一
年
に
つ
い
て
百

五
十
時
間
の
範
囲
内
で
時
間
外
労
働
を
可
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
も
ち
ろ
ん
三

六
協
定
の
締
結
を
要
す
る
）
。
但
し
、
財
産
目
録
、
・
貸
借
対
照
表
ま
た
は
損
益
計

算
書
の
作
成
そ
の
他
決
算
の
た
め
に
必
要
な
計
算
、
書
類
の
作
成
等
の
業
務
に
従

事
さ
せ
る
場
合
に
は
、
二
週
間
に
つ
い
て
十
工
時
間
の
範
囲
内
で
時
間
外
労
働
が

可
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
非
工
業
的
業
務
に
就
く
者
」
に
つ
い
て
は
、
す
な
わ
ち
、
「
労
基
法
第
八
条
第

六
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
か
か
げ
る
事
業
に
従
事
す
る
女
子
」
（
第
六
号
お
よ

び
第
七
号
に
か
か
げ
る
事
業
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
第
四
十
一
条

に
適
用
除
外
の
規
定
が
存
し
て
い
る
か
ら
、
畢
寛
、
第
八
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で

に
か
か
げ
る
事
業
に
従
事
す
る
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
従
前
の

一
日
に
つ
い
て
二
時
間
、
一
週
間
に
つ
い
て
六
時
間
の
規
制
が
廃
止
さ
れ
て
、
四

週
間
に
つ
い
て
二
十
四
時
間
、
一
年
に
つ
い
て
百
五
十
時
間
の
範
囲
内
で
時
間
外

労
働
を
可
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
労
基
法
六
四
条
の
二
第
二
項
、
女
子
則
二
条
）
。
但
し
、
労
基
法
第
八
条
第

十
三
号
お
よ
び
第
十
四
号
に
か
か
げ
る
事
業
に
従
事
す
る
女
子
に
つ
い
て
は
、
二

週
間
に
つ
い
て
十
二
時
間
（
二
週
間
に
つ
い
て
十
二
時
間
、
一
年
に
つ
い
て
百
五

十
時
間
の
意
）
の
範
囲
内
で
時
間
外
労
働
を
可
と
す
る
と
し
て
い
る
（
羅
譲
四
輸

鯛
二
）
。

　
以
上
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
第
六
十
四
条
の
二
士
二
項
で
も
っ
て
、
当
該
非
工

業
的
業
務
に
従
事
す
る
女
子
に
つ
い
て
は
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
命
令

で
定
め
る
週
を
単
位
と
す
る
期
間
に
つ
い
て
、
六
時
間
以
上
十
二
時
間
以
下
の
範

囲
内
で
命
令
で
定
め
る
時
間
に
当
該
週
を
単
位
と
す
る
期
間
の
並
数
を
乗
じ
て
得

た
時
間
、
一
年
に
つ
い
て
百
五
十
時
間
以
上
三
百
時
間
以
下
の
範
囲
内
で
命
令
で

定
め
る
時
間
を
超
え
て
時
間
外
労
働
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る

と
こ
で
あ
り
か
更
に
、
女
子
労
働
基
準
規
則
第
二
条
で
も
っ
て
、
命
令
で
定
め
る

週
を
単
位
と
す
る
期
間
を
四
週
間
（
法
面
八
条
第
十
三
号
ま
た
は
第
十
四
号
の
事
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業
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
二
週
間
）
、
六
時
間
以
上
十
二
時
間
以
下
の
範
囲

内
で
命
令
で
定
め
る
時
間
を
六
時
間
、
そ
し
て
、
百
五
十
時
間
以
上
三
百
時
間
以

下
の
範
財
内
で
命
令
で
定
め
る
時
間
を
百
五
十
時
間
、
と
す
る
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
物
品
の
販
売
、
配
給
、
保
管
若
し
く
は
賃
貸
ま
た
は
理
容
の
事

業
」
、
「
金
融
、
保
険
、
媒
介
、
周
旋
、
集
金
、
案
内
ま
た
は
広
告
の
事
業
」
、
「
映

画
の
製
作
ま
た
は
映
写
、
演
劇
そ
の
他
興
業
の
事
業
」
、
「
郵
便
ま
た
は
電
気
通
信

の
事
業
」
、
「
教
育
、
研
究
ま
た
は
調
査
の
事
業
」
、
「
焼
却
、
清
掃
ま
た
は
と
殺
の

事
業
」
、
「
前
各
号
に
該
当
し
な
い
官
公
署
」
、
お
よ
び
・
「
そ
の
他
命
令
で
定
め
る

事
業
ま
た
は
事
務
所
」
に
従
事
す
る
女
子
に
つ
い
て
は
、
四
週
間
に
つ
い
て
二
十

四
時
間
、
一
年
に
つ
い
て
百
五
十
時
間
の
範
囲
内
で
時
間
外
労
働
を
可
と
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
「
病
者
ま
た
は
虚
弱
者
の
治
療
、
看
護
そ
の
他
保
健
衛

生
の
事
業
」
、
お
よ
び
「
旅
館
、
料
理
店
、
飲
食
店
、
接
客
業
ま
た
は
娯
楽
場
で

の
事
業
」
に
従
事
す
る
女
子
に
つ
い
て
は
、
二
週
間
に
つ
い
て
十
二
時
間
、
一
年

に
つ
い
て
百
五
十
時
間
の
範
囲
内
で
時
間
外
労
働
を
可
と
す
る
と
し
て
い
る
。

　
「
労
働
者
の
業
務
の
遂
行
を
指
揮
命
令
す
る
地
位
に
あ
る
者
で
命
令
で
定
め
る

も
の
お
よ
び
専
門
的
な
知
識
ま
た
は
技
術
を
必
要
と
す
る
業
務
に
就
く
者
で
命
令

で
定
め
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
第
六
十
四
条
の
二
百
四
項
が
当
該
女
子

に
つ
い
て
は
同
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
し
て
い
る
か

ら
、
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
そ
の
限
度
に
関
す
る
規
制
が
な
く
な
り
、
男
子
並
み

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
該
女
子
に
つ
い
て
は
、
三
六
協
定
の
範

囲
内
で
時
間
外
労
働
が
可
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
に
い
う
「
労
働
者
の
業
務
の
遂
行
を
指
揮
命
令
す
る
地
位
に
あ
る
者
で
命
令

で
定
め
る
も
の
（
以
下
、
指
揮
命
令
者
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
」
と
は
、
労
基
法

第
四
十
一
条
に
該
当
す
る
者
を
除
く
も
の
で
、
「
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
最
小

単
位
の
組
織
の
長
で
あ
る
者
ま
た
は
職
務
上
の
地
位
が
そ
の
者
よ
り
上
位
に
あ
る

者
で
、
労
働
者
の
業
務
の
遂
行
を
指
揮
命
令
す
る
も
の
L
を
い
う
の
で
あ
る
（
女
子
則
三
条
一
項
）
。

そ
し
て
、
更
に
、
こ
こ
に
い
う
「
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
最
小
単
位
の
組
織
の

長
」
、
「
職
務
上
の
地
位
が
そ
の
者
よ
り
上
位
に
あ
る
者
」
、
お
よ
び
「
労
働
者
の

業
務
の
遂
行
を
指
揮
命
令
す
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
一
年
三
月
二
〇
日

露
発
一
五
一
号
、
婦
発
六
九
号
で
も
っ
て
、
よ
り
具
体
的
に
、
「
①
女
子
則
第
三

白
酒
一
項
の
『
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
最
小
単
位
の
組
織
の
長
』
と
は
、
事
業

場
に
お
け
る
一
定
の
範
囲
の
業
務
を
所
掌
し
、
か
つ
、
他
の
組
織
と
明
確
に
区
別

し
う
る
最
小
の
単
位
で
あ
る
組
織
の
長
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
当
該
組
織
が

恒
常
的
に
存
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
等
特
別
に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
定
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に

業
務
遂
行
上
の
単
位
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ

の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
組
織
の
名
称
の
有
無
、
当
該
組
織
の
長
と
し
て
の

名
称
の
有
無
に
加
え
、
当
該
組
織
の
所
掌
す
る
業
務
の
範
囲
の
明
確
性
等
を
実
態

に
即
し
総
合
的
に
勘
案
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
②
『
職
務
上
の
地
位
が
そ
の
者

よ
り
上
位
に
あ
る
者
』
と
は
、
事
業
場
に
お
い
て
、
①
の
『
業
務
を
遂
行
す
る
た

め
の
最
小
単
位
の
組
織
の
長
』
よ
り
上
位
の
職
務
上
の
地
位
に
あ
る
者
と
し
て
格

付
け
ら
れ
て
い
る
者
を
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
組
織
の
長
で
あ
る
こ
と
は
要
し
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
③
『
労
働
者
の
業
務
の
遂
行
を
指
揮
命
令
す
る
も
の
』
と

は
、
業
務
の
遂
行
に
責
任
を
負
う
べ
き
立
場
の
者
と
し
て
、
部
下
で
あ
る
労
働
者

に
対
し
、
仕
事
の
割
振
り
、
仕
事
の
進
め
方
な
ど
を
指
示
し
、
そ
の
進
捗
状
況
を

管
理
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
助
言
、
指
導
等
を
行
う
も
の
を
い
う
も
の
で

あ
る
こ
と
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
仕
事
の
割
振
り
、
仕
事
の
進
め
方
の
指
示
、
進
捗

状
況
の
管
理
、
助
言
、
指
導
等
は
単
に
事
実
上
の
も
の
で
は
足
り
ず
、
組
織
的
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
V

制
度
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
」
と
の
行
政
解
釈
が
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な
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
指
揮
命
令
者
と
は
、
労
基
法
第
四
十
一
条
所
定
の
管
理
・
監
督
者
を

除
く
組
織
の
長
の
地
位
等
に
あ
る
者
を
い
う
も
の
と
解
し
て
差
し
支
え
な
い
と
い

い
う
る
。

「
専
門
的
な
知
識
ま
た
は
技
術
を
必
要
と
す
る
業
務
に
就
く
者
で
命
令
で
定
め
る

も
の
（
以
下
に
お
い
て
は
、
専
門
業
務
従
事
者
と
呼
ぶ
。
）
」
と
は
、
以
下
に
か
か

げ
る
e
乃
至
園
の
者
を
い
う
（
女
子
則
三
条
二
項
参
照
）
。
e
「
公
認
会
計
士
」
、
口
「
医
師
」
、

日
「
歯
科
医
師
」
、
四
「
獣
医
師
」
、
国
「
弁
護
士
」
、
因
「
一
級
建
築
士
」
、
㈹
「
薬

剤
士
」
、
㈹
「
不
動
産
鑑
定
士
」
、
σ
⇒
「
新
商
品
若
し
く
は
新
技
術
の
研
究
開
発
ま

た
は
人
文
科
学
者
若
し
く
は
自
然
科
学
に
関
す
る
研
究
を
主
と
し
て
行
う
施
設
に

お
い
て
、
高
度
の
科
学
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
研
究
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」

い
わ
ゆ
る
「
研
究
貝
」
（
こ
こ
に
い
う
「
新
商
品
若
し
く
は
新
技
術
の
研
究
開
発
」

と
は
、
材
料
、
製
品
、
生
産
・
製
造
工
程
等
の
開
発
ま
た
は
技
術
的
改
善
等
を
い

う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
「
施
設
」
と
は
、
独
立
し
た
事
業
場
で
あ
る
必
要
は
な
く
、

研
究
室
等
事
業
場
内
に
お
い
て
組
織
的
に
独
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
足
り
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
一
般
事
務
部
門
に
お
い
て
企
画
、
調
査
等
を
担
当
し

て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
定
型
的
な
検

査
、
分
析
、
研
究
実
施
の
た
め
の
器
具
、
装
置
等
の
工
作
、
動
植
物
の
育
成
等
研

究
に
伴
う
補
助
的
業
務
は
「
高
度
の
科
学
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
研
究
の
業

務
」
に
は
当
た
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
・
と
の
行
政
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
筆

㈲
「
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
（
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
行
う
情
報
処
理
を
目
的
と

し
て
複
数
の
要
素
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
体
系
で
あ
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
の
基

本
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
分
析
ま
た
は
設
計
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
い
わ
ゆ

る
「
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
」
（
こ
こ
に
い
べ
つ
「
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
情

報
の
整
理
、
加
工
、
蓄
積
、
検
索
等
の
処
理
を
目
的
と
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
デ
ー
タ
を
処
理
す

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
が
構
成
要
素
と
し
て
組
み
合
わ
さ
れ
た
体
系
を
い
う
も
の
で
あ

る
こ
と
。
「
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
分
析
ま
た
は
設
計
の
業
務
」
と
は
、
①
ニ
ー

ズ
の
把
握
、
ユ
ー
ザ
ー
の
業
務
分
析
等
に
基
づ
い
た
最
適
な
業
務
処
理
方
法
の
決

定
お
よ
び
そ
の
方
法
に
適
合
す
る
機
種
の
選
定
、
②
入
出
力
設
計
、
処
理
手
順
の

設
計
等
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
機
械
構
成
の
細
部
の
決
定
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
決
定
等
、
③
シ
ス
テ
ム
稼
動
後
の
シ
ス
テ
ム
の
評
価
、
問
題
点

の
発
見
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
改
善
等
の
業
務
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
設
計
ま
た
は
作
成
を
行
う
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

こ
と
。
と
の
行
政
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
）
、
口
「
新
聞
ま
た
は
出
版
の
事
業
に

お
け
る
記
事
の
取
材
ま
た
は
編
集
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
い
わ
ゆ
る
「
新
聞
記

者
、
雑
誌
記
者
、
編
集
者
」
（
こ
こ
に
い
う
「
新
聞
ま
た
は
出
版
の
事
業
」
に
は
、

新
聞
、
定
期
刊
行
物
に
ニ
ュ
ー
ス
を
提
供
す
る
ニ
ュ
ー
ス
供
給
業
も
含
ま
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
新
聞
ま
た
は
出
版
の
事
業
以
外
の
事
業
で
記
事
の
取
材

ま
た
は
編
集
の
業
務
に
従
事
す
る
者
、
例
え
ば
社
内
報
の
編
集
者
等
は
含
ま
れ
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
「
取
材
ま
た
は
編
集
の
業
務
」
と
は
、
記
事
の
内
容
に
関

す
る
企
画
お
よ
び
立
案
、
記
事
の
取
材
、
原
稿
の
作
成
、
割
付
け
・
レ
イ
ア
ウ
ト
、

内
容
の
チ
ェ
ッ
ク
等
の
業
務
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
記
事
の
取
材
に
当
た
っ

て
、
記
者
に
同
行
す
る
カ
メ
ラ
マ
ン
の
業
務
や
、
単
な
る
校
正
の
業
務
は
含
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
と
の
行
政
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
）
、
㊨
「
放
送
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
放
送
番
組
ま
た

は
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
三
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
若
し
く
は
有
線
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
放
送
番
組
（
以
下
「
放
送
番
組
」
と
総
称
す
る
。
）

一103一



の
制
作
の
た
め
の
取
材
ま
た
は
編
集
の
業
務
に
従
事
す
る
者
L
、
す
な
わ
ち
「
放

送
番
組
の
制
作
の
た
め
の
取
材
ま
た
は
編
集
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
、
い
わ
ゆ
る

「
放
送
記
者
」
（
こ
こ
に
い
う
h
放
送
番
組
の
制
作
の
た
め
の
取
材
の
業
務
」
と
は
、

報
道
番
組
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
等
の
制
作
の
た
め
に
仔
わ
れ
る
取
材
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
等
の
業
務
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
、
取
材
に
同
行
す
る
カ
メ
ラ
マ
ン
や

技
術
ス
タ
ッ
フ
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
「
編
集
の
業
務
」
と
は
、
上
記

の
取
材
を
要
す
る
番
組
に
お
け
る
取
材
対
象
の
選
定
等
の
企
画
お
よ
び
取
材
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
も
の
を
二
番
に
構
成
す
る
た
め
の
内
容
的
な
編
集
を
い
う
も
の
で

あ
り
、
音
量
調
整
、
フ
ィ
ル
ム
の
作
成
等
技
術
的
編
集
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
こ
と
。
と
の
行
政
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
）
、
㊨
「
衣
服
、
室
内
装
飾
、
工
業

製
品
、
広
告
等
の
新
た
な
デ
ザ
イ
ン
の
考
案
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
い
わ
ゆ
る

「
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
（
こ
こ
に
い
う
「
広
告
」
に
は
、
商
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
、
デ
ィ
ス

プ
レ
イ
等
広
く
宣
伝
を
目
的
と
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
考
案

さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
に
基
づ
き
、
単
に
図
面
の
作
成
、
製
品
の
製
作
等
の
業
務
を
行

う
者
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
と
の
行
政
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
輪
）
）
、

㈲
「
放
送
番
組
（
映
画
等
の
制
作
の
事
業
に
お
け
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
ま
た
は
デ

ィ
レ
ク
タ
ー
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
」
（
こ
こ
に
い
う
「
放
送
番
組
、
映
画
の
制
作
」
に
は
、
ビ
デ
オ
、
レ
コ
ー

ド
、
、
音
楽
テ
」
プ
等
の
制
作
お
よ
び
演
劇
、
コ
ン
サ
ー
ト
ハ
シ
ョ
ー
等
の
興
業
等

が
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
・
「
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
と

は
ハ
制
作
全
般
に
つ
い
て
責
任
を
も
ち
、
企
画
の
決
定
、
対
外
接
衝
、
ス
タ
ッ
フ

の
選
定
、
予
算
の
管
理
等
を
総
括
し
て
行
う
も
の
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
「
デ

ィ
レ
ク
タ
ー
の
業
務
に
従
事
す
る
者
」
と
は
、
ス
タ
ッ
フ
を
統
率
し
、
指
揮
し
、

現
場
の
制
作
作
業
の
統
括
を
行
う
も
の
を
い
い
、
い
わ
ゆ
る
演
出
家
、
監
督
を
い

う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
】
個
の
作
品
に
つ
い
て
部
分
的
に
受
け
持
ち
、
当
該
部
分

に
つ
い
て
制
作
ま
た
は
現
場
の
制
作
作
業
を
統
括
す
る
者
は
含
ま
れ
る
も
の
で
あ

る
が
、
主
た
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
補
佐
す
る
立
場
に
あ
る
者

は
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
と
の
行
政
解
釈
が

　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

な
さ
れ
て
い
る
。
）
。

以
上
に
述
べ
た
日
乃
至
㈱
に
か
か
げ
る
「
専
門
業
務
従
事
者
」
お
よ
び
前
述
の

「
指
揮
命
令
者
」
で
あ
る
女
子
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
降
は

時
間
外
労
働
に
関
し
、
従
前
の
規
制
が
廃
止
さ
れ
て
男
子
並
と
な
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
三
六
協
定
の
範
囲
内
で
可
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
以
上
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
降
は
女
子
の
時
間
外

労
働
に
つ
い
て
は
、
従
前
と
異
な
り
「
工
業
的
業
務
に
就
く
者
」
、
「
非
工
業
的
業

務
に
就
く
者
」
、
お
よ
び
「
指
揮
命
令
老
お
よ
び
専
門
業
務
従
事
者
」
に
分
け
て
、

そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
っ
た
。
ま
た
、
時
間
外
労
働
（
右
に

述
べ
た
三
六
協
定
に
よ
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
非
常
災
害
等
の
場
合
で
あ
っ
て
も
）

に
つ
い
て
は
、
使
用
者
は
妊
産
婦
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
・
そ
れ
を
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
（
労
藩
法
六
六
条
一
項
）
。

三

　
深
夜
業
（
深
夜
の
就
労
）
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
の
一
部
が
改
正
に
な
り
、
昭

和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
降
、
女
子
に
つ
い
て
そ
の
許
さ
れ
る
範
囲
が
改
正
さ
れ

拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
深
夜
業
が
年
少
者
お
よ
び
女
子
に
つ
い
て
原
則
と

し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
点
は
、
従
前
と
同
様
で
あ
る
（
労
基
法
占
ハ
一
条
一
項
．
六
四
条
の
三
第
一
項
）
。
し
か
し
、

例
外
と
し
て
当
該
年
少
者
お
よ
び
女
子
に
つ
い
て
は
深
夜
業
の
許
さ
れ
て
い
る
業

務
が
あ
る
（
労
基
法
旧
六
二
、
六
一
、
　
占
ハ
四
条
の
一
二
）
。
こ
の
深
夜
業
の
許
さ
れ
て
い
る
業
務
の
範
囲
が
、
今

回
の
改
正
に
よ
り
、
女
子
に
つ
い
て
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
年
少
者
に
つ
い
て
は
そ
の
範
囲
は
従
前
と
同
じ
で
、
そ
の
改
正
を
見
て
い
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な
い
（
す
な
わ
ち
、
年
少
者
に
つ
い
て
深
夜
業
が
許
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
①
「
非

常
災
害
の
場
合
」
（
労
基
法
六
一
条
四
項
）
、
②
「
交
替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る
満
十
六
歳
以
上
満

十
八
歳
未
満
の
男
子
の
場
合
」
（
労
基
法
六
一
条
一
項
）
、
③
「
交
替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
に

よ
る
三
十
分
の
例
外
の
場
合
」
（
労
基
法
六
一
条
三
項
）
、
④
「
農
林
の
事
業
に
従
事
す
る
者
の

場
合
」
（
労
基
法
六
一
条
四
項
）
、
⑤
「
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
に
従
事
す
る
者
の
場

合
」
（
同
上
）
、
．
⑥
「
保
健
衛
生
の
事
業
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
胴
）
、
お
よ
び
⑦

「
電
話
の
事
業
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
同
上
）
と
で
あ
る
。
∀
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
深
夜
業
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
労
働
時
間
の
配
置
」
で
既
に
詳
述
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
今
回
の
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
制
定
に
伴
う

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

労
基
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
そ
の
許
さ
れ
て
い
る
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
に
至
っ
た

女
子
の
場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
女
子
に
つ
い
て
深
夜
業
が
許
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
は
、
①
「
非
常
災
害
の
場
合
」
（
労
基
法
旧
六
二
条
四
項
）
、
②
「
交
替
制
の
場
合
の
行

政
官
庁
に
よ
る
三
十
分
の
例
外
の
場
合
」
人
心
螢
款
）
、
③
「
農
林
の
事
業
に
従
事

す
る
者
の
場
合
」
（
労
基
法
旧
六
二
条
四
項
）
、
④
「
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
に
従
事
す

る
者
の
場
合
」
（
同
上
）
、
⑤
「
保
健
衛
生
の
事
業
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
胴
）
、
⑥

「
旅
館
・
料
理
店
・
飲
食
店
・
接
客
業
ま
た
は
娯
楽
場
で
の
本
来
の
業
務
に
従
事

す
る
者
の
場
合
」
（
壌
、
⑦
「
電
話
の
事
業
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
胴
）
、
⑧
「
航

空
機
に
乗
り
組
む
ス
チ
ュ
ワ
：
デ
ス
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
籟
鷺
誤
虹

熟
談
）
、
⑨
「
女
子
を
収
容
す
る
寄
宿
舎
の
管
理
人
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」

（
労
基
法
旧
六
二
条
四
項
、
旧
女
少
則
六
条
二
号
）
、
⑩
「
映
画
の
製
作
事
業
に
お
け
る
演
技
者
・
ズ
ク
リ
プ
タ
ー

お
よ
び
結
髪
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
労
基
法
旧
一
ハ
一
一
条
四
｛
項
、
旧
女
少
一
六
条
三
号
）
、
⑪
「
放
送
法

（
昭
和
二
＋
五
年
法
律
一
三
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
放
送
の
事
業
に
お
け
る
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
お
よ
び
ア
チ
ウ
ン
サ
ー
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
」
（
璽
磁
如
齢
雑

瓠
）
、
・
お
よ
び
⑫
「
か
に
ま
た
は
い
わ
し
の
缶
詰
の
事
業
に
お
け
る
第
一
次
加
工
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
労
基
法
旧
山
ハ
一
一
条
四
H
項
、
旧
女
少
則
六
条
五
号
）
、
と
で
あ
っ
た
．

し
か
し
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
降
は
労
基
法
の
一
部
が
改
正
施
行
と
な
り
、

女
子
に
深
夜
業
の
許
さ
れ
る
場
合
は
、
労
基
法
第
六
十
四
条
の
三
で
、
9
「
労
基

法
第
八
条
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
三
号
若
し
く
は
第
十
四
号
ま
た
は
電
話
の
事

業
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
、
口
「
女
子
の
健
康
お
よ
び
福
祉
に
有
害
で
な
い
業

務
で
命
令
で
定
め
る
も
の
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
、
日
「
前
条
（
六
十
四
条
の

二
）
第
四
項
に
規
定
す
る
命
令
で
定
め
る
も
の
の
場
合
」
（
前
述
の
二
で
触
れ
た

「
指
揮
命
令
者
」
お
よ
び
「
専
門
業
務
従
事
者
」
を
指
す
）
、
四
「
品
質
が
急
速
に

変
化
し
や
す
い
食
料
品
の
製
造
ま
た
は
加
工
の
業
務
そ
の
他
当
該
業
務
の
性
質
上

深
夜
業
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
命
令
で
定
め
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場

合
（
一
日
の
労
働
時
間
が
、
常
時
、
通
常
の
労
働
者
の
労
働
時
間
に
比
し
、
相
当

程
度
短
い
も
の
と
し
て
命
令
で
定
め
る
時
間
以
内
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
、
㈱

「
深
夜
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
使
用
者
に
申
し
出
た
者
（
命
令
で
定
め
る
事
業
に

従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
申
出
に
基
づ
き
、
命
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
者
が
行
政
官
庁
の
承
認
を
受
け
た
も
の
の
場
合
」
、
因
「
労

基
法
六
十
一
条
三
項
の
場
合
．
（
交
替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
に
よ
る
三
十
分
の
例

外
の
場
合
）
」
、
お
よ
び
㈹
「
非
常
災
害
の
場
合
」
、
と
で
あ
る
と
改
正
さ
れ
る
に
至
っ

た
。こ

の
う
ち
の
e
、
、
因
、
お
よ
び
㈹
の
場
合
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
日
乃
至
㈲
の
場
合
に
つ
い
て
は
新
た
に
そ

の
適
用
範
囲
と
し
て
緩
和
拡
大
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
口

の
場
合
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
旧
里
少
則
六
条
で

規
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
の
改
正
で
「
旧
女
子
年
少
者
労
働
基

準
規
則
」
が
「
女
子
労
働
基
準
規
則
」
ど
「
年
少
者
労
働
基
準
規
則
」
に
分
か
れ
、

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
降
は
女
子
労
働
基
準
規
則
第
四
条
で
規
定
さ
れ
て
い
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る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
女
子
則
第
四
条
と
旧
女
盛
則
第
六
条
を
対
照

す
る
と
、
女
子
則
第
四
条
で
は
隠
女
港
則
第
六
条
第
五
号
の
規
定
す
る
「
か
に
ま

た
は
い
わ
し
の
缶
詰
の
事
業
に
お
け
る
第
一
次
加
工
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」

が
削
除
さ
れ
て
、
新
た
に
女
子
則
第
四
条
第
五
号
所
定
の
「
個
人
の
生
命
、
身
体

お
よ
び
財
産
の
保
護
並
び
に
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
お
よ
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、

交
通
の
取
り
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
警
察
の
業
務
に

従
事
す
る
者
の
場
合
（
警
察
官
以
外
の
警
察
職
貝
が
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
女

子
の
留
置
ま
た
は
保
護
の
業
務
お
よ
び
少
年
の
補
導
の
業
務
に
限
る
。
）
」
が
付
加

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
女
子
三
塁
四
条
第
三
号
お
よ
び
第
四
号
の
業
務
に
つ
い
て

も
旧
軽
少
裏
話
六
条
第
三
号
お
よ
び
第
四
号
の
業
務
よ
り
そ
の
範
疇
が
拡
大
さ
れ

て
い
る
（
昭
和
六
〇
年
三
月
二
〇
日
基
発
駕
一
五
一
号
、
筆
勢
六
九
号
参
照
）
。
　
こ
の
よ
う
に

口
に
関
し
て
は
、
そ
の
命
令
で
定
め
る
範
囲
に
つ
い
て
変
更
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

る
。　

以
上
を
要
約
す
る
と
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
】
日
以
降
、
女
子
に
つ
い
て
深
夜

業
の
許
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
①
「
非
常
災
害
の
場
合
」
（
労
基
法
六
四
条
の
三
第
三
項
）
、
②
「
交

替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
に
よ
る
三
十
分
の
例
外
の
場
合
」
（
労
基
法
六
四
条
の
三
第
二
項
）
、
③
「
農

林
の
事
業
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
労
基
法
六
四
条
の
三
民
一
項
一
号
）
、
④
「
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水

産
の
事
業
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
同
上
）
、
⑤
「
保
健
衛
生
の
事
業
に
従
事
す
る

者
の
場
合
」
（
同
上
）
、
⑥
「
旅
館
・
料
理
店
・
飲
食
店
・
接
客
業
ま
た
は
娯
楽
場
で

の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
同
上
）
、
⑦
「
電
話
の
事
業
に
従
事
す
る

者
の
場
合
」
（
同
上
）
、
⑧
「
航
空
機
に
乗
り
組
む
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
の
業
務
に
従
事

す
る
者
の
場
合
」
（
労
基
法
六
四
条
の
三
二
一
項
二
号
、
女
子
則
四
条
）
、
⑨
「
女
子
の
み
を
入
居
さ
せ
る
寄
宿
舎
の

管
理
人
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
同
上
）
、
⑩
「
映
画
の
制
作
の
事
業
に
お

け
る
撮
影
の
た
め
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
同
上
）
。
（
こ
こ
に
い
う
「
撮
影

の
た
め
の
業
務
」
と
は
、
演
技
者
、
助
監
督
、
ス
ク
リ
プ
タ
ー
、
照
明
・
カ
メ
ラ

．
音
声
・
撮
影
技
術
者
、
衣
装
・
結
髪
・
メ
ー
キ
ャ
ッ
プ
担
当
者
、
大
道
具
・
小

道
具
・
美
術
担
当
者
等
が
行
う
撮
影
の
現
場
で
必
要
と
な
る
す
べ
て
の
業
務
を
い

う
も
の
で
あ
り
、
セ
ッ
ト
に
よ
る
撮
影
の
場
合
も
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
直
接
撮
影
の
現
場
に
お
け
る
共
同
作
業
に
当
た
ら
な
い
企
画
、
事
務
、
宣

伝
、
ア
ニ
メ
映
画
の
作
画
等
の
業
務
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
と
さ
れ

　
　
　
〔
2
1
）

て
い
る
。
）
、
⑪
「
放
送
番
組
の
制
作
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
胴
）
。
（
こ

こ
に
い
う
「
放
送
番
組
の
制
作
の
業
務
」
と
は
、
番
組
の
制
作
の
た
め
の
リ
ハ
ー

サ
ル
、
収
録
お
よ
び
編
集
並
び
に
完
成
し
た
放
送
番
組
の
送
出
の
た
め
の
業
務
を

い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
具
体
的
に
は
、
演
技
者
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、
ア
シ
ス
タ

ン
ト
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
、
タ
イ
ム
キ
し
パ
！
、
昭
…
明
・
カ
メ
ラ
・
音
声
・
撮
影
技

術
者
、
衣
装
・
結
髪
・
メ
ー
キ
ャ
ッ
プ
担
当
者
、
大
道
具
・
小
道
具
・
美
術
担
当

者
、
放
送
送
出
担
当
者
等
の
行
う
業
務
、
有
線
音
楽
放
送
に
お
け
る
リ
ク
エ
ス
ト

電
話
受
付
、
レ
コ
ー
ド
の
出
し
入
れ
等
の
業
務
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
な
お
、
直
接
番
組
の
制
作
現
場
に
お
け
る
共
同
作
業
に
当
た
ら
な
い
企
画
、

事
務
、
宣
伝
、
ア
ニ
メ
番
組
の
作
画
等
の
業
務
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

と
さ
れ
て
い
る
。
）
、
⑫
「
個
人
の
生
命
、
身
体
お
よ
び
財
産
の
保
護
並
び
に
犯
罪

の
予
防
、
鎮
圧
お
よ
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交
通
の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の

安
全
と
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
警
察
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
合
（
警
察
官
以

外
の
警
察
職
員
が
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
女
子
の
留
置
ま
た
は
保
護
の
業
務
お

よ
び
少
年
の
補
導
の
業
務
に
限
る
。
）
」
・
（
同
上
）
。
（
こ
こ
に
い
う
警
察
の
業
務
ど
は
、

警
察
官
が
行
う
す
べ
て
の
業
務
を
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
警
察
官
以
外
の
職
貝
が

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
女
子
の
留
置
ま
た
は
保
護
の
業
務
お
よ
び
少
年
の
補
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

の
業
務
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
と
さ
れ
て
い
る
。
）
、
⑬
「
労
働
者
の
業

務
の
遂
行
を
指
揮
命
令
す
る
職
務
上
の
地
位
に
あ
る
者
で
命
令
で
定
め
る
も
の
の

場
合
」
（
労
基
法
六
四
条
の
三
第
一
項
三
号
、
女
子
則
三
条
一
項
参
照
）
。
（
前
述
の
一
一
の
「
指
揮
命
令
者
」
と
同
じ
、
同
所
を
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参
照
さ
れ
た
い
。
）
、
⑭
「
専
門
的
な
知
識
若
し
く
は
技
術
を
必
要
と
す
る
業
務
に

従
事
す
る
者
で
命
令
で
定
め
る
も
の
の
場
合
（
労
基
法
六
四
条
の
三
第
一
八
三
号
、
女
子
則
三
条
二
項
参
照
）
。
（
前
述
の
二

の
「
専
門
業
務
従
事
者
」
と
同
じ
、
同
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）
、
⑮
「
そ
う
菜
製

造
業
、
弁
当
製
造
業
、
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
製
造
業
、
調
理
パ
ン
製
造
業
ま
た
は
料
理

品
小
売
業
に
お
け
る
そ
う
菜
、
弁
当
、
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
、
調
理
パ
ン
そ
の
他
品
質

が
急
速
に
変
化
し
や
す
い
料
理
品
の
製
造
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
の
場
合
（
缶

詰
・
瓶
詰
等
に
よ
り
長
時
間
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
る
も
の
の
製

造
の
業
務
を
除
く
。
）
」
（
労
基
法
六
四
条
の
三
戸
一
項
四
号
、
女
子
則
五
条
一
項
一
号
）
。
（
こ
こ
に
い
う
「
そ
う
菜
」
と
は
、

野
菜
、
穀
物
、
水
産
物
、
食
肉
等
を
原
料
と
し
た
煮
物
、
焼
物
（
い
た
め
物
を
含

む
）
、
揚
げ
物
、
蒸
し
物
、
酢
の
物
、
あ
え
物
等
の
料
理
品
を
い
い
、
「
そ
う
菜
の

製
造
の
業
務
」
と
は
、
一
般
的
に
、
こ
れ
ら
を
製
造
す
る
た
め
の
原
材
料
の
下
処

理
、
原
材
料
の
加
工
、
加
熱
処
理
、
放
冷
、
調
整
お
よ
び
製
品
の
包
装
の
工
程
に

お
け
る
業
務
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
「
弁
当
の
製
造
の
業
務
」
ど
は
、
一
般

的
に
洗
米
、
調
料
、
煮
焚
き
、
盛
付
け
お
よ
び
包
装
の
工
程
に
お
け
る
業
務
を
い

、
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
「
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
ま
た
は
調
理
パ
ン
の
製
造
の
業
務
」
と
は
、

焼
成
し
た
パ
ン
ま
た
は
食
パ
ン
を
も
と
に
し
て
、
こ
れ
に
別
途
調
理
し
た
料
理
品

を
は
さ
み
、
ま
た
は
詰
め
る
等
一
定
の
加
工
を
施
し
、
最
終
的
に
製
品
を
包
装
す

る
ま
で
の
工
程
に
お
け
る
業
務
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
従
っ
て
、
料
理
品
の

製
造
工
程
に
お
け
る
業
務
は
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
小
麦
粉
の
混
練
、
成
型
、

焼
成
等
パ
ン
製
造
の
業
務
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
「
料
理
品
小
売
業
」

と
は
、
そ
う
菜
、
弁
当
、
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
、
調
料
パ
ン
、
そ
の
他
各
種
の
料
理
品

（
折
詰
料
理
、
す
し
等
）
を
製
造
し
、
小
売
り
す
る
事
業
場
を
い
う
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ル
も

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
）
、
⑯
「
め
ん
類
製
造
業
に
お
け
る
生
め
ん
類
の
製
造
の
業

務
に
従
事
し
て
い
る
者
の
場
合
（
缶
詰
、
瓶
詰
等
に
よ
り
長
時
間
保
存
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
る
も
の
の
製
造
の
業
務
を
除
く
。
）
」
（
労
基
法
六
四
条
の
三
巴
一
項
四
号
、
女
子
則
五
条
一
項
二
号
）
。

（
こ
こ
に
い
う
「
生
め
ん
類
」
と
は
、
小
麦
粉
等
の
穀
粉
類
を
主
た
る
原
料
と
し

て
製
造
し
た
生
め
ん
、
ゆ
で
め
ん
、
蒸
し
め
ん
等
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
ど
。
「
生

め
ん
類
の
製
造
の
業
務
」
と
は
、
ム
般
的
に
、
生
め
ん
の
場
合
は
、
小
麦
粉
の
投

入
、
混
練
、
生
め
ん
の
成
型
お
よ
び
包
装
の
工
程
に
お
け
る
業
務
を
い
い
、
ゆ
で

め
ん
の
場
合
は
、
生
め
ん
の
成
型
後
、
ゆ
で
、
水
洗
、
包
装
、
殺
菌
お
よ
び
冷
却

の
工
程
に
お
け
る
業
務
を
い
い
、
蒸
し
め
ん
の
場
合
は
、
生
め
ん
の
成
型
後
、
蒸

し
、
水
洗
お
よ
び
包
装
の
工
程
に
お
け
る
業
務
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
と
さ

れ
て
い
る
酔
臥
⑰
「
水
産
練
製
品
製
造
業
に
お
け
る
か
ま
ぼ
こ
、
ち
く
わ
等
の
水

産
練
製
品
の
製
造
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
の
場
合
（
缶
詰
、
瓶
詰
等
に
よ
ゆ

長
時
問
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
る
も
の
の
製
造
の
業
務
を
除
く
。
）
」

（
労
基
法
六
四
条
の
三
第
一
項
四
号
、
女
子
則
五
条
一
項
三
号
）
。
（
こ
こ
に
い
う
「
水
産
練
製
品
」
と
は
、
か
ま
ぼ
こ
、
焼
ち

く
わ
、
揚
げ
か
ま
ぼ
こ
、
は
ん
ぺ
ん
、
つ
み
れ
、
な
る
と
等
の
水
産
練
製
品
（
魚

肉
ハ
ム
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
除
く
）
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
「
水
産
練
製
品
の
製

造
の
業
務
」
と
は
、
一
般
的
に
、
原
料
魚
の
魚
体
処
理
、
洗
條
、
魚
肉
採
取
、
水

弾
、
脱
水
、
器
量
、
播
潰
、
成
形
、
加
熱
、
冷
却
お
よ
び
包
装
の
工
程
に
お
け
る

業
務
を
い
い
、
原
料
に
冷
凍
す
り
身
を
用
い
る
場
合
に
は
、
解
凍
、
播
潰
、
成
形
、

加
熱
、
冷
却
お
よ
び
包
装
の
工
程
に
お
け
る
業
務
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
な

お
、
前
述
の
⑮
、
⑯
、
お
よ
び
当
該
⑰
の
業
務
の
う
ち
、
当
該
業
務
に
よ
り
製
造

さ
れ
る
製
品
が
缶
詰
、
瓶
詰
、
真
空
パ
ッ
ク
、
冷
凍
食
品
、
特
殊
包
装
か
ま
ぼ
こ

類
（
練
り
つ
ぶ
し
た
魚
肉
を
ケ
ー
シ
ン
グ
（
合
成
樹
脂
の
薄
膜
で
で
き
た
筒
状
容

器
〉
に
充
て
ん
し
た
後
密
封
し
、
ま
た
は
フ
ィ
ル
ム
（
合
成
樹
脂
の
薄
膜
）
で
包

装
し
た
後
成
形
枠
に
入
れ
、
加
熱
し
て
た
ん
白
を
凝
固
さ
せ
た
も
の
）
等
で
あ
る

場
合
の
製
造
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
六
十
四
条
の
三
二
一
項
の
業
務
に
は
該
当

せ
ず
、
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
業
務
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
深
夜
業
禁
止
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

適
用
除
外
と
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
と
さ
れ
て
い
る
。
）
、
⑱
「
卸
売
市
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場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
市

場
（
水
産
卸
売
市
場
を
指
す
）
に
お
け
る
水
産
物
の
仕
分
け
、
配
列
、
秤
量
、
展

示
お
よ
び
運
搬
の
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」

（
労
基
法
六
四
条
の
三
第
一
項
四
号
．
女
子
則
五
条
一
項
四
号
）
。
（
こ
こ
に
い
う
「
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
」
と
は
、
バ
ラ

物
の
箱
詰
作
業
、
活
魚
の
シ
メ
作
業
、
魚
の
尾
切
り
作
業
、
仲
卸
売
業
者
の
調
整

（
小
売
業
者
等
の
需
要
に
合
致
さ
せ
る
た
め
の
水
産
物
の
解
体
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン

グ
等
を
行
う
こ
と
）
の
作
業
等
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
と
さ
れ
て
い
る
酔
4
7
評

⑲
「
新
聞
小
売
業
に
お
け
る
新
聞
の
配
達
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
場
合
」
（
・
鶏

正
論
轟
一
覧
男
）
。
（
こ
こ
に
い
う
「
新
聞
小
売
業
」
と
は
馬
新
聞
を
小
売
り
す
る
事

業
場
を
い
い
、
新
聞
販
売
店
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
「
新

聞
配
達
の
業
務
」
、
に
は
、
新
聞
部
数
を
整
え
る
こ
と
、
広
告
類
を
折
り
込
む
こ
と

等
の
配
達
に
必
要
な
準
備
作
業
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
・
と
さ
れ
て
い
華
）
・

お
よ
び
⑳
「
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
業
の
事
業
に
従
事
す
る
者
の
場
合
（
深

夜
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
使
用
者
に
申
し
出
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
申
出
に
基
づ

き
、
命
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
者
が
行
政
官
庁
の
承
認
を
受
け
た
も

の
に
限
る
。
）
」
（
労
基
法
六
四
条
の
三
第
一
二
五
号
、
女
子
則
六
条
、
昭
和
六
一
三
・
二
〇
基
発
一
五
一
号
、
婦
発
六
九
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）
、
と
で
あ
る
。

但
し
、
右
に
述
べ
た
⑮
乃
至
⑲
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
一
日
の
労
働
時
間
（
所
定

外
労
劉
時
間
を
含
め
た
総
労
働
時
間
を
い
・
つ
）
が
、
六
時
間
以
内
の
者
に
限
る
の
で

あ
る
（
労
基
法
六
四
条
の
三
第
一
項
四
号
、
女
子
則
五
条
二
項
）
。
・
ま
た
、
⑮
乃
至
⑰
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
一

．
三
．
二
〇
基
発
一
五
一
号
、
婦
発
六
九
号
で
「
女
子
則
五
条
一
項
一
号
か
ら
三

号
ま
で
に
掲
げ
る
業
種
に
該
当
す
る
た
め
に
は
（
⑮
乃
至
⑰
に
該
当
す
る
た
め
に

は
）
、
必
ず
し
も
当
該
事
業
場
の
主
た
る
事
業
が
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

の
業
種
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
な
く
、
複
数
の
事
業
を
行
っ
て
い
る

場
合
に
は
そ
の
事
業
の
う
ち
の
一
が
こ
れ
に
属
す
る
場
合
も
含
ま
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
但
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
事
業
は
当
該
事
業
場
の
事
業
活
動
の
一

部
と
し
て
継
続
的
に
行
わ
れ
、
か
つ
、
確
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
へ
3
0
）

る
も
の
で
あ
る
こ
と
昭
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
右
に
述
べ
た
深
夜
業
に
つ
い
て
は
、
時
間
外
労
働
の
場
合
と
同
様
、
使

用
者
は
妊
産
婦
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
た
（
労
基
法
六
六
条
二
項
）
。

四

　
以
上
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
、
「
労
働
時
間
の
長
さ
蛾
）
に
関
し
で
は
、

そ
の
適
用
範
囲
が
縮
少
さ
れ
た
と
は
い
え
依
然
と
し
て
”
九
時
間
労
働
制
”
が
存

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

憲
法
第
二
十
五
条
が
保
障
す
る
最
低
限
度
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
観
点
、
労

働
時
間
と
し
て
は
八
時
間
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
労
働
科
学
の
観
点
、
高
齢
化
社

会
に
伴
う
労
働
人
口
の
増
大
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
観
点
、
お
よ
び
I

」
O
条
約
や
西
欧
先
進
諸
国
の
労
働
時
間
制
と
の
観
点
（
過
量
労
働
時
間
は
貿
易

摩
擦
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貿
易
立
国
の
我
国
と
し
て
は
ア
プ
ロ
ー

チ
を
要
す
る
点
で
あ
る
。
）
等
か
ら
、
そ
の
廃
止
が
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
労
働
時
間
制
と
し
て
”
八
時
間
労
働
法
”
の
み
と
し
て
も
三
六
協
定
の
締
結

に
よ
り
そ
の
労
働
時
間
を
延
長
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
（
労
賃
は
割
高
と
な
る
が
）
、

次
回
の
改
正
時
に
は
（
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
以
降
は
）
、
是
非
”
九
時
間
労

働
制
”
を
廃
止
し
て
八
時
間
労
働
の
み
の
労
働
時
間
制
を
目
ざ
す
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
、
「
時
間
外
労
働
」
に
関
し
て
は
、
年
少
者
お
よ
び
男
子
に
つ
い
て
は
そ

の
改
正
を
見
て
い
な
い
の
で
従
前
と
同
様
で
あ
る
が
、
女
子
に
つ
い
て
は
”
男
女

雇
用
機
会
均
等
法
”
の
制
定
施
行
に
伴
い
、
女
子
を
「
工
業
的
業
務
に
就
く
者
」
、

「
非
工
業
的
業
務
に
就
く
者
」
、
お
よ
び
「
指
揮
命
令
者
お
よ
び
専
門
業
務
従
事
者

者
」
に
分
け
そ
の
改
正
を
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
「
工
業
的
業
務
に
就
く
者
」
お
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よ
び
「
非
工
業
的
業
務
に
就
く
者
」
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
改
正
は
あ
っ
た
が
、

年
間
を
通
し
て
の
時
間
外
労
働
の
上
限
が
従
前
と
同
様
百
五
十
時
間
と
さ
れ
て
い

る
の
で
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
趣
旨
お
よ
び
企
業
経
営
の
観
点
等
か
ら
し
て

了
と
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
指
揮
命
令
者
お
よ
び
専
門
業
務
従
事

者
」
に
つ
い
て
そ
の
規
制
の
枠
が
廃
止
さ
れ
男
子
並
み
と
な
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、

前
述
の
労
働
時
間
の
長
さ
に
関
す
る
規
制
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
観
点
等
か
ら
、
法

律
上
そ
の
規
制
な
し
と
い
う
の
で
な
く
、
週
を
単
位
と
す
る
規
制
の
枠
（
「
工
業
的

業
務
に
就
く
者
」
や
「
非
工
業
的
業
務
に
就
く
者
」
の
よ
う
な
）
は
な
く
と
も
、

年
を
単
位
と
す
る
時
間
外
労
働
の
上
限
を
前
者
と
同
様
に
百
五
十
時
間
と
す
る
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

制
を
設
け
る
べ
さ
で
あ
る
λ
労
働
時
間
の
過
長
は
、
睡
眠
時
間
や
余
暇
の
時
間
を

そ
の
分
縮
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生

活
を
保
障
す
る
憲
法
第
二
十
五
条
の
観
点
や
労
働
科
学
の
観
点
等
か
ら
望
ま
し
い

と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
上
限
を
法
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
）
。
従
っ
て
、
男
子
に
つ
い
て
も
、
法
律
上
そ
の
上
限
に
関
す
る
規

制
な
し
と
い
う
の
で
な
く
、
当
該
女
子
の
場
合
と
同
様
の
規
制
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
深
夜
業
」
に
関
し
て
も
、
時
間
外
労
働
の
場
合
と
同
様
、
年
少
者

お
よ
び
男
子
に
つ
い
て
は
そ
の
改
正
を
見
て
い
な
い
が
、
女
子
に
つ
い
て
は
そ
の

許
さ
れ
る
範
囲
が
改
正
さ
れ
拡
大
ざ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
当
該
労
基
法
の
一
部
改
正
に
際
し
、
女
子
労
働
者
の
保
護
に
つ
い
て

「
母
性
保
護
」
と
「
そ
れ
以
外
の
保
護
」
と
に
分
け
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
妊
娠
、

出
産
機
能
等
に
か
か
わ
る
母
性
保
護
は
必
要
で
あ
る
と
し
て
そ
の
規
定
を
充
実
さ

せ
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
施
行
に
伴
う
雇
用
の
分
野
に

お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
と
待
遇
の
確
保
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
男
女
労
働
馳

者
が
同
一
の
基
盤
で
働
け
る
よ
う
そ
の
．
労
働
条
件
の
法
的
枠
組
み
を
同
じ
く
す
る

必
要
が
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
し
か
も
本
来
妥
当
な
も
の
で
な
い
・
こ
と
か
ら
将
来

的
に
億
解
消
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
女
子
が
家
事
育
児
負
担
を
よ
り
多
く
負

っ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
結
え
た
上
で
、
そ
の
許
さ
れ
る
範
囲
が
緩
和
さ
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
後
も
そ
の
許
さ
れ
る
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る

も
の
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

し
か
し
、
斉
藤
一
氏
が
『
労
働
時
間
・
休
憩
・
交
替
制
」
の
中
で
深
夜
業
の
労
働

者
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
実
態
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
深
夜
業
は
反
生
理
的
で

有
害
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
、
朝
日
新
聞
の
記
事
に
「
夜
勤
労
働

は
健
康
を
害
し
、
社
会
生
活
や
家
族
生
活
に
マ
イ
ナ
ス
…
…
…
と
国
際
労
働
機
関

（
I
」
0
）
の
専
門
家
に
よ
る
調
査
報
告
は
指
摘
し
て
い
る
。
…
…
…
夜
勤
労
働
者

の
生
活
は
自
然
の
リ
ズ
ム
に
逆
行
し
て
い
る
た
め
、
睡
眠
時
間
が
一
日
平
均
一
時

間
半
不
足
し
て
お
り
、
睡
眠
の
深
さ
に
も
欠
け
る
の
で
疲
労
感
を
訴
え
る
人
が
多

い
。
過
労
か
ら
『
夜
勤
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
』
と
い
う
独
得
の
神
経
症
患
者
も
出
て
い
る
。

食
生
活
も
不
規
則
に
な
り
、
各
種
の
消
化
器
障
害
も
起
き
る
。
I
L
O
で
は
、
高

年
齢
者
や
夜
勤
を
長
く
続
け
て
い
る
人
に
は
特
に
健
康
上
の
危
険
が
つ
き
ま
と
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
5
）

と
警
告
し
て
い
る
。
…
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
深
夜
業
は
、
と
り
わ
け
労
働
科

学
の
観
点
か
ら
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

女
子
の
深
夜
業
に
つ
い
て
は
、
時
間
外
労
働
の
場
合
と
同
様
、
妊
産
婦
が
請
求
し

た
場
合
に
は
そ
れ
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規

制
は
存
し
て
い
る
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
深
夜
業
そ
の
も
の
が
妊
産
婦
の
み

で
な
く
ひ
と
し
く
労
働
者
に
と
っ
て
反
生
理
的
有
害
で
あ
る
こ
と
が
労
働
科
学
の

点
か
ら
立
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
、
憲
法
第
二
十
五
条
が
健
康
で
文
化
的
な

最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
等
々
の
点
か
ら
、
企
業
経
営
上
の
要
求

は
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
緩
和
の
範
囲
が
将
来
更
に
拡
大
さ
れ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

う
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
男
子
に
つ
い
て
も
、
法
制
上
の
、

規
制
な
し
と
い
う
の
で
な
く
、
女
子
の
場
合
の
ご
と
き
そ
の
業
務
上
の
規
制
で
は
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な
く
（
法
制
上
（
行
政
指
導
で
な
く
）
深
夜
業
に
つ
い
て
週
、
．
月
、
お
よ
．
び
年
単

位
で
の
回
数
に
関
す
る
規
制
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

点
．
の
規
制
は
．
当
然
、
女
子
に
つ
い
て
も
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

深
夜
業
に
つ
い
て
、
法
制
上
、
そ
の
回
数
に
関
す
る
規
制
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
注

（
1
）
　
労
働
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
『
新
労
働
関
係
法
令
集
ω
』
三
八
○
の
二
頁
。

（
2
）
　
官
報
第
一
七
四
三
五
号
（
昭
和
六
〇
年
三
月
二
十
五
日
）
二
頁
。

（
3
）
　
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要
」
（
人
文
・
社
会
科
学
）
第
三
三
巻
五
五
一
六
七
頁
。

（
4
）
　
拙
稿
「
労
働
時
間
の
特
則
に
関
す
る
一
考
察
」
（
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要
」
（
人
文
・

　
　
　
社
会
科
学
V
第
二
五
巻
所
収
）
四
〇
、
四
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）
本
稿
九
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
）
　
拙
稿
「
時
間
外
労
働
に
関
す
る
一
研
究
」
（
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要
」
（
人
文
・
社
会

　
　
、
科
学
）
　
第
二
四
巻
所
収
）
七
七
一
九
三
頁
。

（
7
×
8
）
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
前
掲
著
」
八
「
一
八
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）
　
労
働
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
『
前
掲
書
』
二
四
九
頁
。

（
1
0
）
　
拙
稿
「
前
掲
著
」
八
四
「
八
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
命
令
で
定
め
る
健
康
上
特
に

　
　
　
有
害
な
業
務
を
指
す
。

（
1
1
）
　
「
労
働
法
律
旬
報
」
第
｝
一
四
二
号
（
一
九
八
六
年
四
月
下
旬
号
）
二
八
、
二
九
頁
。

（
1
2
）
～
（
1
7
∀
　
昭
和
六
「
二
二
・
二
〇
基
発
一
五
一
号
、
婦
発
六
九
号
「
改
正
労
働
基
準
法

　
　
　
の
施
行
に
つ
い
て
」
（
「
労
働
法
律
旬
報
」
第
一
一
四
二
号
（
一
九
八
六
年
四
月
下
旬

　
　
　
号
）
二
八
、
二
九
頁
所
収
）
。

（
1
8
）
　
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要
」
（
人
文
・
社
会
科
学
）
第
二
六
巻
＝
二
一
三
三
頁
。

（
1
9
）
　
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
五
号
．
（
「
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び

　
　
　
待
遇
の
確
保
を
促
進
す
る
た
め
の
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
第

　
　
　
二
条
）
」
．
労
働
法
律
旬
報
第
一
〇
九
七
号
所
収
）
、
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
三
号

　
　
　
（
「
女
子
労
働
基
準
規
則
」
）
等
参
照
。
、

（
2
0
）
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
労
働
時
間
の
配
置
に
つ
い
て
」
（
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要

　
　
　
要
」
（
人
文
・
社
会
科
学
）
第
二
六
巻
所
収
）
．
二
六
～
二
九
頁
を
参
照
ざ
れ
た
い
。

（
2
1
）
．
～
（
3
0
）
　
昭
和
六
一
・
三
・
二
〇
基
発
一
五
一
号
、
婦
発
六
九
号
（
「
労
働
法
律
旬
報
」

　
　
第
一
一
．
四
二
号
（
一
九
八
六
年
四
月
下
旬
号
）
二
九
一
三
〇
頁
、
［
労
働
判
例
」
（
産

　
　
業
労
働
調
査
研
究
所
）
一
九
八
六
年
六
月
一
日
号
一
〇
二
～
一
〇
四
頁
所
収
）
参
照
。

（
3
1
）

　33

）

　32

）

　36

）

　　　　　

35　34
）　　　）

拙
稿
「
労
働
時
間
の
規
制
に
つ
い
て
1
昭
和
五
六
年
労
働
省
令
第
五
号
に
伴
な
つ
一
」
（
「
大
阪

府
立
大
学
紀
要
」
（
人
文
・
社
会
科
学
）
第
三
三
巻
所
収
）
六
四
～
六
七
頁
を
参
照

さ
れ
た
い
。

拙
稿
・
前
掲
「
時
間
外
労
働
に
関
す
る
一
研
究
」
八
入
～
九
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

赤
松
良
子
著
『
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
及
び
改
正
労
働
基
準
法
』
三
五
六
～
三
五
八

頁
参
照
。

斉
藤
一
著
『
労
働
時
間
・
休
憩
・
交
替
制
』
一
五
・
二
頁
以
下
参
照
。
．

「
朝
、
日
新
聞
（
昭
和
五
二
・
二
・
一
八
）
」
朝
刊
一
．
一
二
頁
。
．
．

拙
稿
・
前
掲
「
労
働
時
間
の
配
置
に
つ
い
て
」
三
〇
～
三
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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